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　子宮頸がんは若年者に多いがんであるが、治療
としては手術による子宮全摘あるいは放射線治療
が必要で、妊娠の可能性が失われることになる。
その発症には HPV が関与しており、感染と消失
を繰り返しながら一部で進行、がん化する。子宮
頸がんは発がんの自然史がわかっていること、前
がん状態が存在すること、有効な検査が確立して
いること、予防ワクチンがあることなどから予防
可能ながんである。
　HPV ワクチンの有効性については科学的に十
分に証明されており、近年、子宮頸がんの発症を
低減させることが各国から報告されている。さら
には、より若年でのワクチン接種が、その発症率
をより低下させることも証明されている。キャッ
チアップ世代での HPV ワクチン接種でも十分に
前がん状態の発症を低下させることも証明されて
いる。
　キャッチアップ接種の公費接種期限は、令和 7
年 3 月までであり、3 回の接種を無料で受けると
なると、令和 6 年 9 月中に 1 回目の接種を開始
する必要があり、行政を中心にさまざまな啓蒙活
動がここ最近、活発に行われている。
　具体的には、令和 4 年度は定期接種及びキャッ
チアップ接種とも全市町で個別通知を実施されて
おり、また、令和 5 年度は、市町によって通知
する対象者を絞っている場合もあるが、定期接種
では全市町、キャッチアップ接種では 15 市町で
個別通知が実施されている。子宮頸がんを予防す
るためには、ワクチンだけでなく検診の重要性
も伝えていくことも重要と考えられ、令和 5 年 9
月には、「女性のがん対策」として山口県知事か
ら県民に向けてメッセージが発信されており、県

ホームページに掲載などされている。山口県では、
今後も市町や医療関係団体と連携し、より多くの
方へワクチン接種の有効性の周知を行い、実際に
ワクチンの接種行動に繋がるよう勧奨を行ってい
る。
　HPV ワクチン接種においては、その副反応に
対するさまざまな報道が、世間に強い拒否反応を
生じさせるに至った経緯がある。
　副反応を理解する上で、接種後ストレス関連反応

（ISRR）の概念を十分理解する必要がある（資料 1）。
接種後しばらくしてから起こる反応には、解離性
神経症状反応もある。HPV ワクチン接種後にみ
られた症状や頻度などについては資料 2 ～ 4 に
示す。
　HPV ワクチンの接種後に報告されている「多
様な症状」を理解する上では、機能性障害とい
う概念を理解する必要がある。厚労省研究班で
の HPV ワクチン副反応の実際のデータを示す

（資料 2 ～ 4）が、接種部位の痛みだけでなく全
身性のさまざまな症状が遅発性に生じていること
が理解できる。厚労省研究班の疫学研究データか
らは、接種の有無にかかわらず、同年代の女性に
は同等頻度生じることがある症状であることも示
されており、HPV ワクチン接種が本当にこうし
た症状を誘発したのかどうかについては不明であ
るとの結論に至っている。
　いわゆる接種医・かかりつけ医（First タッチ医）
の基本的な役割と診療姿勢についても大変重要で
ある。First タッチ医は、ワクチンのメリットや
ISRR の出現も含めたデメリットについて十分理
解するとともに、保護者だけでなく接種される本
人自身が納得し、同意・署名を得た上でワクチン

「HPV ワクチンの副反応の現状や対応」「HPV ワクチンの副反応の現状や対応」
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接種することが望ましい。また、これらの位置づ
けから、First タッチ医は接種後に副反応が出現し
た際の初期対応を担うことが望まれる。いずれに
しても、ワクチン接種全般に言えることではある
が、副反応を考える上で、重篤な基礎疾患合併の
可能性についても常に考慮しておく必要がある。
　実際の HPV ワクチン副反応患者は、「いた
み」を主訴に来院することが多く、重篤な症
状の患者の場合には、慢性の痛み政策研究事業

（https://paincenter.jp/）のメンバーが中心となっ
てその対応を行っている。現在、中国地方の集学

的痛みセンターは、山口大学ペインセンターと岡
山大学病院運動器疼痛センターの２つが設置され
ている。
　センターだけでは対応できない慢性の痛みで悩
む患者も多く、中国地方全体での診療連携体制の
構築が重要であり、そのためのさまざまな研修会
などが山口大学ペインセンターなどでは主催され
ており、こうした患者の対応のためにも、多くの
医療スタッフの研修会参加などが望ましい状況で
ある。
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